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 令和３年度  

 『犯罪被害者週間』  

について                                       

１１月２５日～１２月１日までの１週

間は、犯罪被害者週間  となります。  

  ※スローガン※                   

 社会に広げよう  

        被害者支援の和  

 ※令和３年度※  

 『犯罪被害者週間標語』  

   と ど け よ う                    

     

      やさしいこころ おも

いやり    

                                           

 北海道では、犯罪被害者等が  

受けた被害の早期の回復又は軽  

減を図ると共に犯罪被害者等を  

社会全体で支え、安心して暮ら  

すことができる社会を目指して  

います。  

 このような道民生活を実現する目 的

で  

  平成３０年４月１日に『北海道犯罪被害者等支援条例』  

を制定しています。  

 条例により１１月２５日は、  

    『北海道犯罪被害者を考える日』  

となります。  

 社会全体で被害者を支え、一日でも早く被害者の方々の様々な問題

を克服できるよう寄り添い支援の和を広げましょう。  
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